
 

新成人株式会社代理店契約書 

 

新成人株式会社 （以下「甲」という）は、            

 （以下「乙」という）との間で、下記の内容の代理店契約（以下「本契約」と

いう）を締結する。 

 

【目的】 

第 1条 代理店登録申請書（以下、別紙という）記載の代理店業務に関し、第２

条記載の条件にしたがい、新成人アカデミーOTONA1819『お金の力を学ぶ』・アド

バイザー育成教育・仏像開運取り扱い（以下、本案件という）の代理店と定める。 

 

【条件】 

第 2条 本案件を営業できる地域については、日本国内の制限は無いものとする。 

2 乙は、別紙記載の条件で、甲の代理人として本案件を含む今後甲が取り扱う

全ての案件に関しての権利を有するとし、あらかじめ甲との間で定めた登録申請

書を、乙と交わす方法により契約を締結するものとする。 

3 乙は、本案件の登録を締結した際には、直ちに前項の登録申請書もしくは電

子契約入力を甲に提出し、甲の契約履行に支障のないように努めるものとする。 

4 乙は、本案件の紹介状況を、随時、甲に対して報告するものとし、紹介者登

録に関しての権利が発生する本案件においては、直紹介の場合のみとする。 

 

【競合品の取り扱いの注意】 

第３条 乙は、本契約の有効期間中、甲の代理店の名前で別の案件の紹介をする



 

場合において、甲名義で営業・紹介することはできないものとする。 

 2 第 1項の違反行為が発覚した際は、乙の代理店の権利は無効とするものと

するとともに、甲又は第三者に損害を与えた場合には自己の責任において、甲も

しくは第三者に対してその損害を賠償しなければならない。 

 

【登録料及び契約期間】 

第４条 甲の代理店登録料は、100,000円（税込）とする。 

仏像開運権利代行は＿＿＿＿口＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とする。 

2 契約期間は契約日からの 1年間とし、契約期間満了の１カ月前までに両者の

いずれからも文書にて期間を延長しない旨の通知がないときは、自動更新とする。 

3 登録料に関しては一切返金請求できないものとするが、仏像 VIP会員同時申

し込みの方は、解約後翌月末までに預託金と一緒に返金するものとする。 

 

【手数料の支払及び支払い条件】 

第 5条 甲が支払う各種手数料は、乙が届け出た指定登録口座、又は現金手渡し

又は USDTで支払うものとする。 

 2 振込手数料は、乙の負担とする。但し、あおぞらネット銀行の場合は無料

とする。 

 

【商標及び資料】 

第６条 甲は乙に対し、本案件の紹介のために今後配布されるものを含む商標及

び資料を無償で使用する権利を許諾する。 

2 1項は甲の指示にしたがい、本契約の目的のためにのみに使用するものとする。 



 

 

【権利の譲渡禁止等】 

第７条 乙は、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡

し、承継させまたは担保に供してはならない。 

 

【機密情報及び個人情報の管理】 

第 8条 乙は、「機密情報」（口頭、書面または電磁的方法によるかを問わず、弊

社に開示または提供したすべての営業上の情報）及び「個人情報」（個人に関す

る情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に

付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により、個人を識別できる

ものをいう。）を本案件以外に使用しないものとする。 

２ 乙は、営業上知りえた機密情報および個人情報が含まれる資料（以下「機密

資料」という）の使用を終了したとき、当該機密使用（複製品も含む）は、すべ

て返却もしくはデータに関しては、消去するものとする。 

 

【解除】 

第９条 甲は乙が、以下の各号のいずれかに該当したときは、催告および自己の

債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することが

できる。（2）～（3）以外に関して被害を被った場合、乙は甲に対し、当該損害

を賠償するものとする。 

（1）本契約の 1つにでも違反したとき 

（2）差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納

処分そのほかこれらに準じる手続が開始されたとき 



 

（3）破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てをなし、ま

たはこれらの申立てがなされたとき 

（4）第２条 4項の紹介内容の報告につき、弊社に対して虚偽の報告をしたとき 

（5）暴力団（もしくは政治結社、その他名称の如何を問わず、暴力的不法行為

を行う恐れのある団体を含む。以下同じ）又はその構成員、準構成員の疑いが発

覚したとき。 

（6）犯罪を犯す、もしくは犯罪を犯したものとして告訴、告発を受けたり、又

は逮捕、起訴された場合。 

 

【合意管轄】 

第 10条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方

裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

  甲と乙は，本契約の成立の証として，本電子契約書ファイルを作成し 電子

署名を行う。なお，本契約においては，電子データである本電子契約書ファイル

を原本とし，同ファイルを印刷した書面はその写しとする。 

契約日    

 

甲    

     

 

乙 


